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項　目　一　覧

質疑回答



Ａ．

回 答 備考

1
申請の際はICカードが必要です
か？

申請時にはICカードは不要です。

2 申請はどちらから行ないますか。

e-KOBEにログインし、トップページにある「申請できる手続き一覧」の「事業者向け
手続き」＞キーワード検索で「入札」と検索＞物品等か工事、該当する手続きを選
択＞「内容詳細」最下部の「次へ進む」＞「申請内容の入力」より申請内容の入力
を行ってください。

e-KOBE申請はこちら

3

申請画面の入力を一旦中断した
いのですが、どうすればいいです
か？
申請前に入力内容を保存する方
法を教えてください。

各申請ページの最下部に「保存してあとで申請する」ボタンで保存してください。ボ
タンを押下したら、「保存します。よろしいですか？」と表示されるので、「OK」を押下
し、右上のログアウトボタンからログアウトして終了してください。

4
保存した入力内容の開き方を教
えてください。

再開するときは、e-KOBEにログインし、マイページの「保存した手続き・判定結果
の照会」欄の「保存した手続き一覧」にあります。保存データは、保存した日から
１ヶ月間保存されます。
※保存せずに一時間操作を中断すると、自動ログアウトされるため、入力した内容
は削除されます。

5
システムの操作マニュアルはどち
らにありますか。

e-KOBE:神戸市スマート申請システム操作マニュアルをご覧ください。 e-KOBEの操作マニュアルはこちら

6

利用者登録時に、「お知らせ・通
知メール」を「希望しない」と選択
すると、受付完了や、審査に関す
るメールも送信されなくなります
か。

「希望しない」を選択した場合でも、重要なお知らせや、受付完了、審査に関する
メールは届きます。

Ｂ．

回 答 詳細はこちら

1 IDの取得方法を教えてください。

e-KOBE：神戸市スマート申請システムにある「新規登録」からIDを取得してくださ
い。個人事業主の方も「事業者」でご登録ください。
※以前取得した「兵庫県電子申請共同運営システム（e-ひょうご）」のID・パスワー
ドは、「e-KOBE：神戸市スマート申請システム」に引き継がれていません。

2 IDが不明です。（紛失含む）

利用者IDはメールアドレスとなります。登録したメールアドレスを忘れた場合は、e-
KOBE：神戸市スマート申請システムからIDを新規で取得してください。
なお、現在アカウントに登録中のメールアドレスを使って「新規登録」作成すること
はできません。

3
パスワードが不明です。（紛失含
む）

e-KOBE：神戸市スマート申請システムのログイン画面の「パスワードを忘れた方
はこちら」を選択していただき、利用者登録を行った「メールアドレス」を入力してく
ださい。
入力された登録済みのメールアドレス宛に、「認証コード」を記載したメールが送信
されますので、パスワードの再設定の画面にて、認証コードと新しい任意のパス
ワードを入力し「変更する」ボタンをクリックしてください。

※令和６・７年度登録の際に使用した「兵庫県電子申請共同運営システム（e-ひょ
うご）」のID・パスワードは、「e-KOBE：神戸市スマート申請システム」に引き継がれ
ていません。e-KOBEをご利用になられたことがなければ、新規登録からアカウント
の取得をお願いいたします。

e-KOBEはこちら

4

e-KOBEのID/パスワードは取得
済みです。ひとつのIDで工事と物
品等の申請を行っても問題ありま
せんか。

ひとつのIDで工事と物品等の申請を行っても問題ありません。
また、申請途中の保存が出来るのは、工事と物品で1つずつの仕様となっていま
す。例えば、工事で１件保存し、もう１件工事の申請内容を入力し、保存すると、す
でに保存した内容に上書きされる仕様となっていますのでご注意ください。複数の
申請内容を保存する必要がある場合には、複数IDを取得してください。

5
行政書士が代理申請する場合、
IDは行政書士が取得しますか。

6
行政書士が代理申請する場合、
ひとつのIDで複数の事業者を申
請できますか。

7
行政書士が代理申請する場合、
利用者情報は行政書士か事業者
どちらの内容を入力しますか。

8
以前取得した利用者ID/パスワー
ドの登録情報を変更することはで
きますか。

e-KOBEにログインしていただき、マイページの「利用者情報の照会・変更」の「照
会・変更」から、登録情報の変更が行えます。

e-KOBEはこちら

9
GビズIDを取得しています。e-
KOBEで新たにIDを取得する必要
はありますか？

GビズIDを取得している事業者は、e-KOBEで新たにIDを取得する必要はありませ
ん。e-KOBEの「ログイン」ボタンをクリックして別ウィンドウで表示されるログイン画
面下部の「GビズIDでログイン」からログインしていただけます。
GビズIDをお持ちでもログイン時に必要な認証コードの確認が難しいなどの状況も
考えられます。申請担当者が確認できるメールアドレスでe-KOBEのID/PWを取得
し、申請いただいても問題はありません。
GビズIDとe-KOBEのIDをお持ちの場合、連携をしていただくと、それぞれのIDで申
請した履歴を共有することができます。連携は必須ではないので、連携をしなくても
構いません。
GビズIDでログインをしても、e-KOBEでログインした場合と同様に操作ができま
す。申請をするに当たって仕様に変わりはありません。

質疑回答

Ⅰ．共通

e-KOBE：神戸市スマート申請システムについて

質 問

ＩＤ・パスワードについて

行政書士がIDを取得し、行政書士の内容で利用者情報を登録すると申請がスムー
ズに行えます。
e-KOBEのIDはメールアドレスとなり、システムにログインするには、IDに登録した
メールアドレスに宛てに届く認証コードが毎回必要となります。
代理で複数申請される場合も、ひとつのIDで複数申請が可能なため、行政書士の
方にIDを取得いただくほうが、事業者へ認証コードを聞く手間もなく、申請が可能と
なります。IDの運用に関しては事業者とご相談ください。

また、利用者情報は審査に影響がないため、事業者の内容を必ず入力する必要も
ありません。

質 問

e-KOBEはこちら

https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/portal/home
https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/manual/index
https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/portal/home
https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/portal/home
https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/portal/home


10
以前に申請を行いましたが、再度
申請者登録（ID・パスワード発行)
を行う必要がありますか？

e-KOBE：神戸市スマート申請システム」のID・パスワードがあれば、そちらを使用し
て申請ができます（再度の申請者登録は必要ありません）。
※以前取得した「兵庫県電子申請共同運営システム（e-ひょうご）」や、電子入札シ
ステムのＩＤ・パスワード（認定通知書に記載しているもの）とは異なります。
「e-KOBE：神戸市スマート申請システム」のＩＤ・パスワードが不明な場合は、再度
新規登録を行い、ＩＤ・パスワードを再取得してから申請してください。※個人事業主
の方も「事業者」でご登録ください。

11
利用者の新規登録を行う際、認
証コードが記載されたメールが届
きません。

システムから送信される通知メールが迷惑メールと判定されて、受信フォルダでは
なく迷惑メールフォルダに格納されている可能性があります。
迷惑メールフォルダに通知メールが格納されていないかどうか確認してください。
あるいは、入力されたメールアドレスが誤っている可能性があります。

12
利用者の新規登録の「メールアド
レス」にはどのアドレスを入力す
れば良いですか。

「メールアドレス」には、申請に関するメールはもちろん、このあとの利用者登録や
ログイン毎に必要な認証コードを申請担当者が受信/確認できるメールアドレスを
入力してください。また、メールアドレス確認メールを受信してから30分以内に認証
コードを入力してください。

13
「メールアドレス」が変更になった
場合、どうすればよいですか。

e-KOBEにログインし、マイページの「利用者メニュー」>「利用者情報の照会・変更」
＞「メールアドレスの変更」から、メールアドレスを変更してください。
メールアドレスは利用者IDとなりますので、次回以降は、変更後のメールアドレス
がログイン時の利用者IDになります。また、上記の手順でメールアドレス（利用者
ID）を変更した場合、申請履歴も新しい利用者IDに引き継がれます。
（この手続きの前にメールアドレスを変更してしまい、認証コードが確認できない場
合は利用者IDを新規登録していただくこととなります。）

14
利用者情報は、本社か受任者の
内容、どちらを登録しますか。

当申請のための利用者登録の際は、利用者情報の、法人名、郵便番号、所在地、
代表者名などは本社の情報とし、登録メールアドレスや連絡先電話番号、担当部
署、担当者名などは受任先の支社等、申請ご担当者の情報としてください。この内
容は申請審査に影響しないため、必須項目のみのご登録で構いません。

15
利用者IDの発行に要する期間を
教えてください。

即時発行です。新規登録の認証コードは30分以内にご入力ください。

16
神戸市発行の認定通知書に記載
のID・パスワードで、電子申請を
行うのですか。

認定通知書記載のID・PWは、電子入札システムで利用するIDであるため、e-
KOBE：神戸市スマート申請システムのID未取得の場合は、新規でIDを取得して頂
く必要があります。

新規登録の手順については、No.1の項目を参照
してください。

17
e-KOBEの登録メールアドレス
は、メーリングリストにしてもいい
か。

問題なくメールが届くアドレスであれば、メーリングリストでも構いません。
ログインごとに認証コードが必要となり、利用者IDとして登録したメールアドレスに
認証コードが届きます。申請者が複数人いる場合や物品等と工事で部署をまたい
で申請者がいる場合は、メーリングリストを作成し、利用者IDのアドレスに登録する
と認証コードの確認が容易になります。※メールアドレスはログイン後、マイページ
で変更することができます。

18
e-KOBEのIDは、社内で共有する
ことはできるか。

可能です。一つのIDで同時に複数人がログインできます。ただし、保存できる申請
は物品等で1件、工事で１件となっています。１件保存し、もう１件申請内容を登録
し、保存すると、すでに保存した内容に上書きされる仕様となっていますのでご注
意ください。

Ｃ．

回 答 備考

1

時間をおいて操作しようとすると
「当サービスの操作が一定時間
行われませんでした。お手数です
が、最初から操作をやり直してく
ださい。」と表示されます。

本サービスを利用中に、操作されない時間が60分を超えると安全対策のためタイ
ムアウトになります。お手数ですが再度、最初から操作をやり直してください。
保存をしていなかった場合は、一からの入力となります。

2

添付ファイルのアップロード時に、
「アップロードに失敗しました」の
メッセージが表示されました。どの
ような原因が考えられますか。

以下の理由が考えられます。
・パスワード付きの圧縮ファイル（ZIPファイル）を添付しようとした場合
・圧縮ファイル（ZIPファイル）の中に、パスワード付きのファイルが含まれている場
合
・添付ファイルがウイルスに感染している場合
・組織のネットワーク環境に導入されているセキュリティソフト等により拒否されてい
る場合。もし会社や組織ネットワークから現在アクセスされていれば、一度社内の
ネットワーク管理者までご相談ください。

3
入札参加資格審査申請を行いま
すが、登録区分は何を選べばい
いでしょうか。

システムに対してではなく、入札参加資格に対する設問です。以前、入札参加資格
を持っていた場合は、再登録を選択してください。

4
申請手続きに関連する資料は、ど
ちらよりダウンロードできますか。

工事請負入札参加資格の場合は、「令和８・９年度　神戸市工事請負入札参加資
格審査申請（追加申請）」、物品等入札参加資格の場合は、「令和８・９年度　神戸
市物品等入札参加資格審査申請（追加申請）」、にある「申請関連書類」よりダウン
ロード可能です。

工事請負URLはこちら

Ｄ．

回 答 備考

1 推奨動作環境を教えてください。 利用可能なOSやブラウザ等については、「動作環境」をご確認ください。

動作環境確認はこちら

2

e-KOBEの上部にある「ヘルプ」か
ら動作環境を確認すると、「パソコ
ン向けアプリ（電子署名拡張AP）
の動作環境チェックと、電子署名
拡張APの記載があるが、入札参
加資格審査申請に際しても、必要
ですか。

入札参加資格審査申請には、電子署名を行う、電子署名拡張APが必要な内容は
ありませんので、インストールせずに、手続きを進めることができます。後日、入札
参加資格審査申請とは別にe-KOBEにて、電子署名拡張APが必要な電子署名を
含む申請を行う必要が生じた場合には、手順通りにインストールいただけば、問題
なく、手続きをしていただけます。

動作環境確認はこちら

システム操作について

質 問

端末環境について

質 問

物品等URLはこちら

https://www.city.kobe.lg.jp/a05182/business/89koujiannai_tsuika.html
https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/portal/requirement
https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/portal/requirement
https://www.city.kobe.lg.jp/a05182/business/89buppinannai_tsuika.html


3
「次へ進む」を押下しても、画面上
ぐるぐるしたままで、2ページ目に
遷移ができない。

しばらく待っても画面が遷移しない場合は、ブラウザを閉じて時間を置いてから操
作をしてください。保存を1度もしていない場合は、これまで入力した内容は消えて
しまいます。復元もできかねます。
時間を置いても同じ状況になる場合は、組織のネットワーク環境に導入されている
セキュリティソフト等により拒否されている可能性があります。会社や組織ネット
ワークから現在アクセスされていれば、一度社内のネットワーク管理者までご相談
ください。

4
「次へ進む」を押下しても、次ペー
ジ目に遷移ができない。上部に戻
される。

画面が設問に戻る場合は、その設問に入力エラーがあります。赤字のエラー内容
に従って、正しく入力をしてください。
赤字のエラー表示がない場合は、必須項目の設問が表示されていない可能性が
あります。下記No５の回答と同様のことを行ってください。

5 設問が表示されない。

設問が多いため、表示に時間がかかる場合があります。申請内容入力ページの最
下部「保存してあとで申請する」より、一度保存をしていただき、マイページから保
存した手続きを開いてください。
それでも、表示が変わらない場合は、1時間ほど時間をおいてお試しください。

保存した手続きの開き方は、A,No.４をご確認くだ
さい。

Ｅ．

回 答 備考

1
行政書士が申請する場合、委任
状の提出は必要ですか。

委任状の提出は不要です。申請画面の「この申請の作成者」に、申請した行政書
士の連絡先を記入してください。

2
申請が完了したことは、何をもっ
て確認することができますか。

申請の完了画面において「申込番号」が表示されれば、申請データは受け付けら
れたことになります。また、申請完了時に受付完了メールが利用者IDで登録した
メールアドレス宛に送信されますので、メールからも「申込番号」を確認いただけま
す。
不備等がある場合は神戸市よりご連絡いたします。

3
提出書類はすべて電子での提出
となりますか。

原則、電子での提出となります。

4

資格審査申請を行いたいのです
が、一度の申請で「工事」と「物品
（コンサル・測量）等」の両方の資
格を取得できるか？

工事と物品（コンサル・測量含む）等のそれぞれで申請が必要です。

5

必要書類を複合機でスキャン等し
てPDFファイル化したデータを、シ
ステムにより提出するとのことで
すが、注意事項はありますか？

１）１つの書類は１つのPDFファイルとなるようにスキャンしてください。
　　１ページごとや表裏を別々のファイルにしないでください。
２）可能な限り低解像度でスキャンしてください。
　e-KOBEでは提出データの１ファイルのサイズは１０MBまでの制限があるため、
文字が読みとれる範囲を保ちつつ、可能な限り低解像度（概ね３００dpi程度）でス
キャンしてください。
３）白黒コピーした書類を白黒スキャンしてください。
　　また登記簿等は原本をスキャンするとデータサイズが大きくなるため、必要に応
じて一旦白黒コピーしたものを白黒モードでスキャンしてください。
４）スキャンしたファイルの名前は、申請画面の最終頁の「必要書類（電子データ）」
の各書類欄に明示するファイル名に変更して提出しください。

このFAQ内の＜申請の修正・取下げ・書類データ添付について＞もご参照くださ
い。

6
市役所の窓口で申請内容が間
違っていないか確認してもらえま
すか？

窓口では申請内容の確認は行っておりません。申請受付後に審査で不備等が見
つかれば申請者に連絡します。

7
「個人」で登録していますが、４月
までの間に法人化する予定です。
申請はどうすればいいですか？

今回の登録は個人で申請してください。法人化の手続きが済み次第「変更届」を提
出してください。
詳細は、このFAQ内の＜申請の修正・取下げ・書類データ添付について＞をご参
照ください。

8

建設コンサルタント等業務で入札
参加資格審査申請を考えていま
す。申請は「物品」でするのでしょ
うか、「工事」でしょうか。

建設コンサルタント業務の案件は、「物品」での申請をお願いします。

【お問い合わせ先：建設コンサルタント等業務に関すること】
TEL 078-322-5147 神戸市役所契約監理課 工事契約（コンサル）担当
受付時間　土日祝、年末年始を除く8：45-12：00、13：00-17：30

9
白黒ではなくカラーでスキャンした
PDFファイルの提出は可能か。

該当提出ファイルが１０MB未満であれば、カラースキャンしたPDFファイルでも提出
は可能です（認めます）が、できるだけ申請システムのサーバー空き容量を確保す
るため、ファイルサイズが小さくなる白黒スキャンに協力をお願いします。

F．

回 答 備考

1

「令和８・９年度 神戸市入札参加
資格申請（追加申請）」を行いたい
のですが、e-KOBE：神戸市ス
マート申請システムの受付期間
（利用可能時間）を教えてくださ
い。

追加申請は令和8年6月11日（水）午前9時～令和9年10月10日（土）午後8時までの
期間で、24時間申請可能です。
なお、申請期間終了後は、e-KOBEの不具合を含め、あらゆる理由を問わず一切
受付できませんので、早めの手続きをお願いいたします。

2

受付期間中に申請登録ができま
せんでした。どうしても受付してほ
しいのですが、どうすればよいで
すか。

受付終了後は、理由を問わず一切受付することはできません。

G．

回 答 備考

1
申請した内容の控えを印刷するこ
とはできますか。

「次へ進む」をクリックして表示される申請内容の画面を、ブラウザの機能を使って
PDF保存あるいは印刷してください。※マイページの申請履歴からも同様にPDF保
存あるいは印刷できます。申請中に誓約、承諾いただいた内容は「次へ進む」をク
リックして、「申請する」をクリックした画面に表示される「申請内容のPDFをダウン
ロードする」をクリックするとダウンロードされるので、内容を確認して保存してくださ
い。

質 問

質 問

申請受付(控えの印刷、保存）について

申請受付について

質 問

申請受付（提出先及び期間）について

物品等URLはこちら

https://www.city.kobe.lg.jp/a05182/business/89buppinannai_tsuika.html


2
申請した内容の控えを印刷せず
に送信しました。送信後の印刷手
順を教えてください。

e-KOBEマイページの［利用者メニュー］＞［申請履歴・委任状の確認］＞［申請履
歴一覧・検索］をクリックします。［申請履歴一覧］画面から該当の申請を選択し、表
示される申請内容の画面を、ブラウザの機能を使ってPDF保存あるいは印刷してく
ださい。

e-KOBEはこちら

3
申請時にシステム上で選択した
ファイルを、システム上で閲覧で
きますか。

e-KOBEマイページの申請履歴から閲覧できます。

e-KOBEはこちら

H．

回 答 備考

1
「法人番号」には何を入力すれば
よいのですか。

自社の法人番号を入力してください。
ご不明な場合は、国税庁の「法人番号公表サイト」にてお調べください。

2
業者番号がわからないのですが、
どうすればよいですか。

業者番号欄を空欄で申請してください。

3
氏名・会社名に旧字体が使われ
ております。どうすればいいです
か？

本サービスで使用できる文字は英数字、ひらがな、カタカナ、JIS第一水準漢字、
JIS第二水準漢字となります。使用できない旧字体は、新字体やひらがな等の使用
できる文字で入力してください。なお、入力された文字で兵庫県電子入札共同運営
システムにも登録されることをご了承ください。
※本市との契約書や本市からの郵送物宛先等の商号、代表者氏名等も当申請で
入力した文字となるため、通常使用する文字に修正する必要がある場合、「文字修
正指示書」に正しい内容を記載いただき、システム上で提出してください。

4
代表者（受任者）の肩書きが長す
ぎて入らないのですが、どうすれ
ばいいですか？

システム上は入力できる所まで、入力してください。「文字修正指示書」に正しい内
容を記載いただき、システム上で提出してください。

5

令和６・７年度の入札参加資格を
持っており、令和８・９年度の入札
参加資格の申請前に社名変更に
より変更届を提出しています。
令和８・９年度申請の「業者番号」
は旧社名のときに発行された番
号を入力するのですか。

業者番号の変更はありませんので、旧社名のときに発行された番号を入力してくだ
さい。

6
「常時使用する従業員数」はどの
ように数えたらよいですか。

原則として期間の定めのない労働者（正社員など）、パートタイマー、アルバイト、
契約社員、嘱託社員などが常時使用する従業員であり、会社役員及び個人事業
主は含みません。

I．

回 答 備考

1
「必要書類一覧」に記載された書
類は、全て提出する必要がある
のですか。

該当する書類をすべて提出してください。

2
申請画面の書類22（物品等）はど
のような場合に提出が必要です
か。

事業共同組合等のみ必要となります。

3

工事・物品等ともに申請します
が、印鑑証明書や納税証明書は
どちらか一方に添付すればよいで
すか？

工事・物品それぞれの画面で添付していただくようお願いします。

4
使用印鑑届、文字修正指示書の
商号欄に社名のゴム印を使用し
ても良いですか。

使用印鑑届、文字修正指示書の商号欄は、本社本店の商号を明記していただけ
ればよく、手書きに限りません。ゴム印を使用していただいて結構です。

5
使用印鑑届には受任者を記入す
るのですか。

使用印鑑届、文字修正指示書の商号欄は、本社本店の商号を明記してください。

J．

回 答 備考

1

令和８・９年度の入札参加資格よ
り受任者を変更します。令和８・９
年度分の申請は、新受任者の情
報で入力するのですか。

新受任者の情報で入力してください。

2
申請後に代表者の変更、所在地
の変更があった場合、どうしたら
いいですか？

このFAQ内の＜申請の修正・取下げ・書類データ添付について＞をご参照くださ
い。

＜申請の修正・取下げ・書類データ添付について
＞

K．

回 答 備考

1
納税証明書を取得しましたが、納
期未到来の税があります。申請は
行えますか。

基準日から3カ月以内に発行の納税証明書に納期未到来の税の未納があっても、
発行時点で納期が到来した税の未納がないことが確認できれば、申請は可能であ
り、未納とは扱いません。

2
税未納のため納税証明書が出ま
せん。

納期の到来した税の完納が確認できる書類がなければ、申請されても書類不備に
なりますので審査は通りません。未納分を納めていただき、未納の税額がない状
態で納税証明書をご提出ください。

3
設立して間がなくまだ納税義務が
ありませんが、どうすればよいで
すか。

納税がない場合でも、未納がなければ証明書の発行は可能です。所管の税務署
へお問い合わせください。

4
換価の猶予を受けている場合、申
請は可能か。

換価の猶予を受けている場合は申請できません。

質 問

質 問

質 問

提出書類について

代表者・受任者の変更について

申請受付（入力内容）について

国税未納なしの証明について

質 問

法人番号公表サイトはこちら

https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/portal/home
https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/portal/home
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/


L．

回 答 備考

1

登記情報提供サービスで取得し
たPDFファイルを履歴事項全部証
明書の代用として提出することは
可能か？

登記情報提供サービスのPDFファイルには証明文や公印等が付加されないため
代用出来ません。証明書原本をスキャンしたPDFファイルを提出してください。

M．

回 答 備考

1
審査結果はいつごろ通知されま
すか？

進捗状況の問い合わせについてはお答えしておりません。
（「e-KOBE：神戸市スマート申請システム」のマイページの利用者メニューにありま
す「申請履歴・委任状の確認」欄の「申請履歴一覧・検索」では申請一覧に“申請内
容を確認中です”との表示がされますが、実際の審査状況はこちらに反映しており
ません。）
書類不備等があれば、個別に連絡をいたします。
なお、審査結果は、資格始期付近に送付予定の「認定通知書」によりご確認くださ
い。

N．

回 答 備考

2
兵庫県各市町の電子入札システ
ムを操作する方法について教え
てください。

「兵庫県電子入札ヘルプデスク」
電話（専用回線）　：　0120-310-084　※ 9時00分～12時00分、13時00分～17時00
分 （土・日・休日を除く）
※年末年始（12月29日～1月3日）除く

兵庫県電子入札ヘルプデスク

3
兵庫県建設工事の電子入札シス
テムを操作する方法について教え
てください。

「兵庫県工事入札申請ヘルプデスク」
電話　：　0120-557-864　※ 9時00分～17時00分 （土・日・休日を除く）
※年末年始（12月29日～1月3日）除く

4
兵庫県出納局の電子入札システ
ムを操作する方法について教え
てください。

「兵庫県物品調達ヘルプデスク」
電話　：　0120-554-538　※ 9時00分～12時00分、13時00分～17時00分 （土・日・
休日を除く）
※年末年始（12月29日～1月3日）除く

兵庫県物品調達ヘルプデスク

5
神戸市以外の市町村に対する入
札参加資格審査申請について教
えてください。

各団体（市町村）に直接ご連絡ください。

登記事項に関する履歴事項全部証明書について

審査結果について

その他

質 問

質 問

質 問

https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/PPIPublish/portal_accepter/hyogo/toiawase.html
https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/PPIPublish/portal_accepter/hyogo/toiawase_suito.html


★ ＜申請の修正・取下げ・書類データ添付について＞

容量が大きく、システム上で添付できない書類がある。

申請内容の変更（代表者の変更、所在地の変更等）があっ
た。

申請を取下げたい。

申請の内容を修正したい。

誤った書類データを添付したため差し替えたい。

申請期間後
申請内容の変更（代表者の変更、所在地の変更等）があっ
た。

申請期間中

速やかに「変更届」をご提出ください。様式は神戸市HPからダウンロードしてください。

登記簿等、数十ページに及ぶ書類のスキャンデータのサイズが大きくなり、システムで提出ができない場合、サイズが大き
い書類の添付欄に、本市が指定するダミーファイル（別掲）を添付してシステム上の申請を完了させてください。
申請受付後、本市から、「大容量ファイル交換サービス」の案内のE-mailを、申請者のE-mailアドレスに送りますので、その
指示に従って、サイズが大きいためにシステム上で添付できなかった書類データを提出してください。

一度申請したデータについて、修正することはできません。
一旦申請を『取下げ』して、必ず資格を得たい申請期間内に改めて申請してください。
※e-KOBEマイページの「申請履歴・委任状の確認」の「申請履歴一覧・検索」から元申請を選び、表示された申請内容プ
レビューページ下部にある「この申請を取下げる」「申請内容を使用して新しく申請する」機能を使うと修正・再申請が省力
化できます。

一度申請したデータについて、修正することはできません。
一旦申請を『取下げ』して、必ず資格を得たい申請期間内に改めて申請してください。
※e-KOBEマイページの「申請履歴・委任状の確認」の「申請履歴一覧・検索」から元申請を選び、表示された申請内容プ
レビューページ下部にある「この申請を取下げる」「申請内容を使用して新しく申請する」機能を使うと修正・再申請が省力
化できます。

変更届の様式はこちらから

https://www.city.kobe.lg.jp/a05182/business/henkoutodokehyou.html


Ａ．

回 答 備考

1

市内にある営業中の支店・営業所と、
受任者住所が同じ場合、市内にある営
業中の支店・営業所に入力する必要は
あるか。

市内にある営業中の支店・営業所と、受任者住所が同じ場合でも、市内にある営業中の支
店・営業所に入力してください。

2
建設業の許可日が４つ以上あります
が、入力欄が３つしかありません。

許可日が古い（許可期限が残り少ない）順に3つ入力してください。

3
建設業許可の欄は、神戸市で登録を
希望する業種や施工可能な工事のみ
選択すればいいですか？

登録を希望する業種等にかかわらず、添付いただく建設業の許可証明（確認）書（又は「許
可通知書」の写し）に合わせて全て入力ください。

4
経営事項審査の点数を入力するところ
がありません。

以下の場合は、経営事項審査の総合評定値・完成工事高の入力は不要です。システム上
入力欄も表示されません。
・地域区分がその他の場合
・地域区分が地元・準地元であっても格付業種を選択していない場合

5
格付業種を希望していますが、その業
種の経営事項審査を受審していませ
ん。

格付にはその業種の経営事項審査を受審していることが必要です。格付なしで登録するこ
とも可能ですが、格付業種の場合、格付を入札参加要件としているものがほとんどですの
で、入札参加できない恐れがあります。登録した業種は、登録期間中は追加変更できませ
んので、格付をご希望であれば、本申請を取下げ、経営事項審査を受審してから登録申請
を行ってください。

6
令和４・５年度まで建築専門を登録業
種としていましたが、建築専門はありま
せんが何を選べばよいですか。

建築一般を選択してください。建築専門は令和６・７年度より建築一般と統合しました。建築
専門に相当する、大工･左官･屋根･ガラス･内装仕上･建具については、入札参加要件にお
いて建築一般を登録していることを求めます（等級は求めません）。

Ｂ．

回 答 備考

1

神戸市と災害協定を結んでいる団体に
所属しているのですが、e-KOBEの災
害協定の選択一覧に団体名、協定名
がありません。どうすればいいです
か？

団体・協会名１に「その他」を選択し、入力欄に直接入力してください。また、当該部署に災
害協定の締結を確認しますので、協定書を書類19「神戸市との災害協定書」に、団体の名
簿を書類20「神戸市と災害協定を締結している団体・協会等の名簿」に添付してください。
「その他」は団体・協会名１の欄でのみ選択/入力ができます。

2
ISO14001は本社で取得しているが格
付の加点対象になるのでしょうか？

適用範囲に神戸支店等が含まれていれば、加点対象となります。神戸市内の支店・営業
所が範囲に含まれていることが分かる書類(付属書等)も添付してください。

3

ISO14001は付属書には「神戸支店」の
記載がなく、神戸支店も含めて「関西
支店」という記載となっています（組織
図で関西支店の中に神戸支店が含ま
れている）。申請画面には「神戸市内
事業所が含まれているか」という項目
があるがどうすればいいですか？（加
点対象になるのでしょうか？）

関西支店の中に神戸市内の支店・営業所が含まれていることが確認できるものを添付して
ください。

4

ISOを取得していて、基準日時点で有
効ですが、それ以降更新する予定があ
りません。それでも申請していいです
か？

申請受付期間であり、必要書類一覧の備考欄の要件を満たしていれば申請しても構いま
せん。

5
KEMSの認定を受けていますが、登録
証等の提出は必要ですか？

KEMSの場合は提出不要です。ISO14001、又はKEMSと相互認証を行っている審査登録機
関から認定を受けている場合は登録証・付属書等の提出が必要です。

6
ISO9001の適用範囲で加算対象となる
範囲は何ですか？

登録（活動）範囲に“工事の施工”が記載されていることが必要です。

7
ISO9001について、神戸市に事業所が
ない場合でも加点対象となりますか。

「ISO9001認証登録」については、神戸市に事業所がない場合でも加点対象となります。
但し、適用範囲に「工事の施工」が含まれていることが必要です。

8
男女共同参画の国の「均等・両立推進
企業表彰」を受賞しています。加点対
象になりませんか？

平成30年度をもって表彰制度が終了したため、加点対象ではありません。また、「均等推
進企業表彰」「ファミリー・フレンドリー企業表彰」についても、加点対象ではありません。

9
「女性活躍推進企業（ミモザ企業）」の
フレッシュミモザの認定を取得していま
す。加点対象になりませんか？

フレッシュミモザについては、加点対象ではありません。神戸市又は兵庫県の「女性活躍推
進企業（ミモザ企業）」のプラチナミモザ企業又はミモザ企業が加点対象です。

10

障害者雇用状況報告書（事業主控）に
記載されている障害者雇用率は、グ
ループ会社全体での雇用率が対象と
なりますか。

グループ会社全体での雇用率は対象ではありません。あくまで入札参加資格を登録される
１会社の雇用率で判定します。

11
神戸市消防団協力事業所表示制度の
認定事業所となるには、どのような要
件が必要ですか。

消防関係法令に違反がなく、次のいずれかに該当している場合に認定されます。
・当該事業所等の従業員又は学生が、消防団員として２名以上入団している。
・消防団員である従業員又は学生が消防団活動に従事することに関し、当該事業所等の
積極的な配慮がみられる。
・災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供し、又は消防団に訓練場所を提供する
など、消防団活動に協力をしている。
・その他、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与して
いるなど、特に優良と認められる。
制度の概要については、右記ホームページをご参照ください。

詳細のお問い合わせは神戸市消防局警防部消防団支援課消防団係（ＴＥＬ：078-322-
5748）にご確認ください。

質疑回答

質 問

質 問

Ⅱ．工事

申請内容について

等級格付について

ホームページはこちらから

https://www.city.kobe.lg.jp/a91505/bosai/shobo/outline/kobesyoubo/danhyouji.html


12
協力雇用主となるには、どのような要
件が必要ですか。

法務省では、刑務所出所者等に対する就労支援を重要課題の一つとして位置付け、積極
的な取組を行うことに併せて、刑務所出所者等を雇用してくださる協力雇用主を募集してい
ます。
協力雇用主になるためには、各保護観察所に登録いただく必要があります。
制度の概要については、右記ホームページをご参照ください。

詳細のお問い合わせは法務省神戸保護観察所（ＴＥＬ：078-351-4015）にご確認ください。

13
現在、保護観察対象者を雇用しており
ますが、協力雇用主ではありません。
加点対象になりますか。

基準日時点で法務省神戸保護観察所に協力雇用主として登録されていることが要件となり
ます（協力雇用主の登録より先に雇用の実績があっても構いません。）。

14

神戸保護観察所の保護観察対象者を
雇用しておりますが、事業所が大阪に
あるため、大阪保護観察所に協力雇
用主として登録しております。加点対
象になりますか。

法務省神戸保護観察所に協力雇用主として登録されていることが要件となります。

15

神戸保護観察所に協力雇用主として
登録しておりますが、大阪保護観察所
の保護観察対象者を雇用しておりま
す。加点対象になりますか。

基準日以前の過去２年間に同一人を３か月以上雇用した実績があれば、加点対象となり
ます。

C．

回 答 備考

1
建設業許可証明書（または許可通知
書）が申請手続き中のため提出できま
せん。

基準日の前日に許可があることが資格要件ですので、それまでに許可がない場合は入札
参加資格の認定はできません。また、全ての書類を不備なく提出いただいた時点で審査開
始となりますので、建設業許可証明書（または許可通知書）の到着後に申請をしてくださ
い。（既に許可の証明書または通知書なしで申請してしまった場合は、不備書類としてお送
りいただいた時点で審査開始となりますので、認定日がずれ込む場合があります。）

一部の許可が廃業している場合は、廃業届又は建設業許可の変更の届出の控えをあわ
せて提出してください。

2
申請受付期間中に建設業の許可通知
書が切れます。現在の許可通知書で
申請してもいいですか？

申請は可能ですが、法令により建設業の許可は必要です。新しい許可通知書又は許可証
明（確認）書ができ次第、スキャンして電子メールで提出してください。

3
ファイル選択欄が１つしかないが複数
の許可書はどのように提出すればよい
か。

複数の許可書を併せてスキャンして１つのPDFファイルにして提出してください。

D．

回 答 備考

1
経営事項審査結果通知書はどこで取
得するのですか？

経営事項審査とは、国や地方公共団体等が発注する公共事業を直接請け負おうとする場
合に必ず受けておかなくてはならないとされている審査です。
実際の取得には、許可行政庁（国土交通大臣許可は本店を管轄する各地方整備局、都道
府県知事許可は各都道府県の窓口）への申請が必要です。
申請方法等については、右記ホームページをご参照ください。

2
資格審査申請に有効な経営事項審査
結果通知書が２年分ありますが、どち
らを提出したらいいですか。

経営事項審査結果通知書の審査基準日から1年7カ月有効ですので、基準日時点で有効
なものであれば、どちらをご提出いただいても構いません。ただし、一度提出されたもの
は、原則差し替え等を認めませんのでご注意ください。また、資格認定後も毎年「経営事項
審査結果通知書」を受審してください。（更新後の経営事項審査結果通知書で再格付をす
ることはありません。）

3
経営事項審査の更新手続き中のた
め、経営事項審査結果通知書が間に
合いません。

全ての書類を不備なく提出いただいた時点で審査開始となりますので、経営事項審査結
果通知書の到着後に申請をしてください。（既に経審の通知書なしで申請してしまった場合
は、不備書類としてお送りいただいた時点で審査開始となりますので、認定日がずれ込む
場合があります。）

E．

回 答 備考

1

経営事項審査受審後に社会保険等に
加入したため、経営事項審査結果通知
書上は社会保険の各項目が“無”に
なっています。どうしたらいいですか。

（健康保険及び厚生年金保険の場合）健康保険・厚生年金保険新規適用届
（雇用保険の場合）雇用保険適用事業所設置届
をご提出ください。上記届が提出できない場合は、保険料の領収書又は納入証明書、標準
報酬決定通知書、あるいは
（雇用保険の場合）労働保険概算・確定保険料申告書、あるいは雇用保険被保険者資格
取得等通知書（事業主通知用）
を添付してください。
別掲『社会保険等の加入確認書類について』参照

2

（健康保険について）本来は適用事業
所となるが、すでに「全国建設工事業
国民健康保険組合（建設国保）」また
は「全国土木建築国民健康保険組合
（土健保）」に加入しており、「健康保険
適用除外」の承認を受けています。加
入の有無はどのように入れたらいいで
すか。

通常、経営事項審査の健康保険加入の欄は「除外」となっているはずなので、電子申請で
は「除外」を選んでください。
もし、健康保険加入の欄が「無」となっている場合は、電子申請で「除外」を選んだうえで、
建設国保・土健保等に加入していることが確認できる書類（直近の保険料の領収書等）を
ご提出ください。
別掲『社会保険等の加入確認書類について』参照

F．

回 答 備考

1
施工実績、技術者について入力する箇
所がありませんが、入力（別途提出）が
必要ですか？

入力（別途提出）いただく必要はありません。令和６・７年度より不要としました。

その他

質 問

質 問

社会保険等の加入について　提出書類（番号８、９、10）について

経営事項審査　提出書類（番号７）について

質 問

建設業許可証明書　提出書類（番号６）について

質 問

ホームページはこちらから

ホームページはこちらから

http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo02_00030.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/wd37_000000005.html


Ａ．

回 答 備考

1

障害者雇用について、報告義
務はあるのですが、障害者雇
用率が（「除外率制度」等によ
り）法定の雇用率を下回って
います。障害者雇用率の入力
はどうすればいいですか？

障害者雇用率欄への入力は必要ありません。「障害者雇用状況報告書（写し）」の提出も不要です。

2
希望の品種・業種が項目にな
い。

該当する（似たような）品種でお願いします。労務供給・請負関係でどうしても無い場合は、大分類「労
務供給・請負関係」＞取引希望品種「1720 その他の労務供給・請負関係」を、物品供給・物品賃貸借で
どうしても無い場合は、大分類「その他」＞取引希望品種「2100 物品その他」を選び、その他の欄に希
望品種を入力してください。複数ある場合は1つの項目にすべての希望する業種を入力してください。

3
営業に必要な許可証や証明
書等の提出は必要ですか？

建設コンサルタント等業務を希望しており、登録（＊）を持っている方のみ必要です。

（＊）測量業登録、建設コンサルタント登録、地質調査業登録、一級建築士事務所登録、
　　　補償コンサルタント登録

4

市内にある営業中の支店・営
業所と、受任者住所が同じ場
合、市内にある営業中の支
店・営業所に入力する必要は
あるか。

市内にある営業中の支店・営業所と、受任者住所が同じ場合でも、市内にある営業中の支店・営業所
に入力してください。

5
業種分類で何を選択すれば
良いかわかりません。

日本標準産業分類をご確認の上、それでも不明な場合は、中小企業庁の中小企業・小規模企業者の
定義の１.中小企業者の定義をご参照の上、該当する業種分類をお選びください。

詳細はこちら

Ｂ．

回 答 備考

1

雇用保険、健康保険・厚生年
金保険の加入が確認できる
書類は必ず送付しないといけ
ませんか。

希望品種として大分類のうち「労務供給・請負関係」「保守点検」「建設コンサルタント等業務」の内いず
れかを選択された場合は、必ず提出してください。

2
健康保険・厚生年金保険の加
入を確認できる書類とは、ど
のような書類ですか。

以下のいずれかをご提出ください。
①経営事項審査結果通知書の写し(基準日時点で有効なもの、かつ社会保険等の加入に関する記載
があるもの）。
②保険料の領収書（直近１回分）又は納入証明書の写し
③健康保険・厚生年金保険新規適用届（事業主控）の写し　（受理印があるもの）
④標準報酬決定通知書の写し
※経営事項審査：公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない
審査
※②～④は年金事務所、健康保険組合、又は国民健康保険組合発行のもの
別掲「社会保険の加入確認書類について」を参照。

3
雇用保険の加入を確認できる
書類とは、どのような書類で
すか。

以下のいずれかをご提出ください。
①経営事項審査結果通知書の写し(基準日時点で有効なもの、かつ社会保険等の加入に関する記載
があるもの）。
②保険料の領収書（直近1回分）又は納入証明書の写し
③雇用保険適用事業所設置届（事業主控）の写し　（受理印があるもの）。
④雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知用）の写し
⑤労働保険概算・確定保険料申告書の写し
※経営事項審査：公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない
審査
※②～⑤は労働局又は労働保険事務組合発行のもの
別掲「社会保険の加入確認書類について」を参照。

4

雇用保険、健康保険・厚生年
金保険の加入を確認できる書
類は、いつ発行のものを添付
すればよいか教えてください。

「雇用保険、健康保険・厚生年金保険の加入が確認できる書類」については、発行日は問いません。た
だし、保険料の領収書の場合は直近で支払ったものをご提出ください。

Ｃ．

回 答 備考

1
技術・社会貢献評価制度の適
用対象はどの業務ですか。

物品の入札参加資格のうち、建設コンサルタント等業務を希望する事業者を対象としています。

2

技術・社会貢献評価制度の評
価点数を取得できなかった場
合、入札に参加できません
か。

評価点数を取得していない場合も、入札参加資格の取得は可能です。
ただし、案件により入札機会に差が生じます。

3

ISO14001は本社で取得して
いるが技術・社会貢献評価制
度の評価の対象になるので
しょうか？

適用範囲に神戸支店等が含まれていれば、加点対象となります。神戸市内の支店・営業所が範囲に含
まれていることが分かる書類(付属書等)も添付してください。

申請内容について

雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入を確認できる書類について

技術・社会貢献評価制度について

質疑回答

質 問

質 問

質 問

Ⅲ．物品等

https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html


4

ISO14001は付属書には「神
戸支店」の記載がなく、神戸
支店も含めて「関西支店」とい
う記載となっています（組織図
で関西支店の中に神戸支店
が含まれている）。申請画面
には「神戸市内事業所が含ま
れているか」という項目がある
がどうすればいいですか？技
術・社会貢献評価制度の評価
の対象になるのでしょうか？）

関西支店の中に神戸市内の支店・営業所が含まれていることが確認できるものも添付してください。

5
ISO9001について、神戸市に
事業所がない場合でも加点
対象となりますか。

「ISO9001認証登録」については、神戸市に事業所がない場合でも加点対象となります。

6

ISOを取得していて、基準日
時点で有効ですが、それ以降
更新する予定がありません。
それでも申請していいです
か？

申請受付期間であり、提出物一覧表の備考欄の要件を満たしていれば申請しても構いません。

7
KEMSの認定を受けている
が、登録証等の提出は必要
ですか？

KEMSの場合は提出不要です。ISO14001、又はKEMSと相互認証を行っている審査登録機関から認定
を受けている場合は登録証・付属書等の提出が必要です。

8

神戸市消防団協力事業所表
示制度の認定事業所となるに
は、どのような要件が必要で
すか。

消防関係法令に違反がなく、次のいずれかに該当している場合に認定されます。
・当該事業所等の従業員又は学生が、消防団員として２名以上入団している。
・消防団員である従業員又は学生が消防団活動に従事することに関し、当該事業所等の積極的な配
慮がみられる。
・災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供し、又は消防団に訓練場所を提供するなど、消防団
活動に協力をしている。
・その他、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、特
に優良と認められる。
制度の概要については、右記ホームページをご参照ください。

詳細のお問い合わせは神戸市消防局警防部消防団支援課消防団係（ＴＥＬ：078-322-5748）にご確認
ください。

9
協力雇用主となるには、どの
ような要件が必要ですか。

法務省では、刑務所出所者等に対する就労支援を重要課題の一つとして位置付け、積極的な取組を
行うことに併せて、刑務所出所者等を雇用してくださる協力雇用主を募集しています。
協力雇用主になるためには、保護観察所に登録いただく必要があります。
制度の概要については、右記ホームページをご参照ください。

詳細のお問い合わせは法務省神戸保護観察所（ＴＥＬ：078-351-4015）にご確認ください。

10

現在、保護観察対象者を雇用
しておりますが、協力雇用主
ではありません。加点対象に
なりますか。

基準日時点で法務省神戸保護観察所に協力雇用主として登録されていることが要件となります（協力
雇用主の登録より先に雇用の実績があっても構いません。）。

11

神戸保護観察所の保護観察
対象者を雇用しております
が、事業所が大阪にあるた
め、大阪保護観察所に協力
雇用主として登録しておりま
す。加点対象になりますか。

法務省神戸保護観察所に協力雇用主として登録されていることが要件となります。

12

神戸保護観察所に協力雇用
主として登録しておりますが、
大阪保護観察所の保護観察
対象者を雇用しております。
加点対象になりますか。

基準日以前の過去２年間に同一人を３か月以上雇用した実績があれば、加点対象となります。

13

災害協定について、神戸市以
外の自治体と災害協定を結
んでいますが記入したほうが
いいですか？

神戸市以外の自治体との災害協定は記入不要です。

14

神戸市と災害協定を結んでい
る団体に所属しているのです
が、e-KOBEの災害協定の選
択一覧に団体名、協定名が
ありません。どうすればいい
ですか？

団体・協会名１に「その他」を選択し、入力欄に直接入力してください。また、当該部署に災害協定の締
結を確認しますので、協定書を書類23「神戸市との災害協定書」に、団体の名簿を書類24「神戸市と災
害協定を締結している団体・協会等の名簿」に添付してください。また、「その他」は団体・協会名１の欄
でのみ選択/入力ができます。

15

男女共同参画の国の「均等・
両立推進企業表彰」を受賞し
ています。技術・社会貢献評
価制度の評価の対象になりま
せんか？

平成30年度をもって表彰制度が終了したため、加点対象ではありません。また、「均等推進企業表彰」
「ファミリー・フレンドリー企業表彰」についても、加点対象ではありません。

16

「女性活躍推進企業（ミモザ
企業）」のフレッシュミモザの
認定を取得しています。加点
対象になりませんか？

フレッシュミモザについては、加点対象ではありません。神戸市又は兵庫県の「女性活躍推進企業（ミモ
ザ企業）」のプラチナミモザ企業又はミモザ企業が加点対象です。

17

障害者雇用状況報告書（事業
主控）に記載されている障害
者雇用率は、グループ会社全
体での雇用率が対象となりま
すか。

グループ会社全体での雇用率は対象ではありません。あくまで入札参加資格を登録される１会社の雇
用率で判定します。

D．

回 答 備考

1

建設コンサルタント等業務に
おいて、技術者の人数や、業
務実績の入力（別途提出）は
必要ですか？

入力（別途提出）いただく必要はありません。令和６・７年度より不要としました。

その他

質 問

ホームページはこちらから

ホームページはこちらから

https://www.city.kobe.lg.jp/a91505/bosai/shobo/outline/kobesyoubo/danhyouji.html
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo02_00030.html

